
広報委員長会議次第 

 

                   開催日時 令和８年(2026年)４月10日（金） 

                        午後１時から 

                   開催場所 市役所３階全員協議会室 

 

１ 開  会 

 

２ 選 任 式 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 議  題 

(１)４月の広報事項 

①令和８年度当初予算の概要について      

（財政課）  

 

  ②小型充電式電池等の収集開始について 

（環境政策課・環境事業センター）  

 

(２)市政への要望事項等 

 

５ そ の 他 

(１)広報広聴室への提出物について 

 

６ 閉  会 

 
≪ 資料データを市ホームページで公開しています ≫ 

「トップページ」⇒「小田原で暮らす」⇒「行政経営」 

⇒「広報・広聴」⇒「広報委員」⇒「広報委員長会議」 
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小型充電式電池等の収集開始について 

 

１ 目的 

近年、リチウムイオン電池をはじめとする小型充電式電池に起因する発火事故が増加

しており、安全かつ適切な処理が求められています。 

市では、利便性の高い回収方法により、火災事故の未然防止と安定的な廃棄物処理を

図るため、ごみ集積場所での小型充電式電池等の分別収集を開始することとしました。 

 

２ 開始時期 

  令和８年４月１日（水）から 

 

３ 実施方法 

  各地区で月１回設定している「スプレー缶などの日」に透明又は半透明の袋に入

れ、ごみ集積場所に排出してもらい、収集委託業者がスプレー缶や蛍光灯等とあわせ

て収集を行います。 

 

４ 対象品目 

・リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池等の小型充電式電池 

・モバイルバッテリー 

・充電式電池が内蔵されていて容易に取り外しができない小型家電機器 

（例：ハンディファン（小型携帯扇風機）、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ本

体、電動歯ブラシ、電気シェーバー、スマートウォッチ、スマートフォン等）

※製品に内蔵されたリチウムイオン電池等は、可能な限り、取り外し、電池部

分のみを出す。 

 

５ 排出にあたってのルール 

  ・可能な限り充電を使い切る（放電する）。 

・端子部分をテープで絶縁する。 

・電池が膨らんでいるものは、ごみ集積場所に排出しない。（現状と同様に市役所

環境政策課又は環境事業センターへ持ち込みをする。） 

・自動車、オートバイ、電動自転車用のバッテリー、ポータブル電源は対象外。 

・小型家電については引き続き小型家電回収ボックスの利用も可能とする。 

・回収協力店による回収も引き続き利用可能とする。 

 

広報委員長会議資料２ 
令和８年(2026年)４月10日 

環境政策課 
０４６５－３３－１４７１ 

環境事業センター 
０４６５－３４－７３２５ 
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　ボタン電池は出すことが出来な
いため、両面をビニールテープ等
で絶縁し回収協力店へお持ち込み
ください。

　危険なのでビニールテープ等で端子部を絶縁し、
市役所環境政策課または環境事業センターへお持ち
込みください。

●使用済み小型家電回収
　ボックスも引き続き
　ご利用ください！

■令和８年４月１日から
　リチウムイオン電池等は「スプレー缶などの日」に収集します！

小型充電式電池の適正処理について

◆膨張・変形したリチウムイオン電池　等 ◆ボタン電池

集積場所に出してはいけないもの

　小型家電には貴重な金属が
含まれており、分別回収する
ことによって、貴重な資源を
無駄なくリサイクルできます。
　使用済み小型家電回収ボッ
クスに入れることができるも
のは、「電気や電池で動く家
電製品で縦15㎝×横30㎝の
投入口に入る大きさのもの」
です。

回収協力店は
こちら

QR変更

(型式SR・PR・LR)

 対象品目は？
・リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池などの小型充電式電池
・モバイルバッテリー
・充電式電池が内蔵されていて容易に取り外しができない小型家電機器

必ず手渡しで
お持ち込みください

・加熱式たばこ本体・加熱式たばこ本体
・電動歯ブラシ・電動歯ブラシ
・電気シェーバー・電気シェーバー
・スマートフォン・スマートフォン
・タブレット端末・タブレット端末
・・ワイヤレスイヤホンワイヤレスイヤホン
・ハンディファン・ハンディファンなどなど

・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池
  （（Li-ionLi-ion））
・ニカド電池・ニカド電池
 （ （Ni-CdNi-Cd））
・ニッケル水素電池・ニッケル水素電池
 （ （Ni-MHNi-MH））

！

 どうやって出すの？
・「スプレー缶などの日」に透明または半透明の袋に入れてごみ集積場所

に出してください。
・ごみとして出すときは、可能な限り充電を使い切り（放電する）端子部

に ビニールテープを貼り、　絶縁してください。
・スプレー缶やライターなど、他のごみと混ぜないでください。

小型充電式電池・小型充電式電池・
モバイルバッテリーモバイルバッテリー 充電式小型家電充電式小型家電

 設置場所
· 小田原市役所
  2 階、4 階
・マロニエ 1 階
・いずみ 1 階
・こゆるぎ 1 階
・UMECO1 階

※なお、小型家電の電池が膨
張している場合は、市役所環
境政策課または環境事業セン
ターへお持ち込みください。

参考資料　ゴミダス30号より
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